
 

 
 

1

加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年
十
二
月
六
日
内
閣
府
・
法
務
省
・
財
務
省
令
第
四
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
定
款
又
は
業
務
規
程
の
変
更
認
可
申
請
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
業
務
規
程
の
変
更
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
会
の
議
事
録
そ
の
他
の
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し

、
振
替
機
関
が
日
本
銀
行
で
あ
る
場
合
及
び
法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
に
お
い

て
加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
場
合
を
除
く
も
の
と
す
る
。
） 

    

四 

（
略
） 

 

（
受
託
者
へ
の
通
知
事
項
等
） 

第
八
条 

法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
、
特
別
清
算
開
始
の
命

令
又
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
の
決
定
が
な
さ
れ
た
年
月
日 

二
～
四 

（
略
） 

 

（
受
益
者
へ
の
支
払
） 

第
十
条 

加
入
者
は
、
法
第
六
十
条
第
一
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
加
入
者
の
上
位
機
関

で
あ
る
振
替
機
関
が
締
結
し
た
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
保
護
信
託
契
約
を
締
結

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
加
入
者
保
護
信
託
契
約
の
受
託
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
資

料
の
う
ち
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
が
請
求
の
際
に

提
出
又
は
提
示
を
す
べ
き
資
料
と
し
て
公
告
を
し
た
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二 

（
略
） 

三 

破
産
直
近
上
位
機
関
等
が
特
別
清
算
開
始
の
命
令
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
破
産
直
近
上

位
機
関
等
が
債
権
の
額
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
定
款
又
は
業
務
規
程
の
変
更
認
可
申
請
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

株
主
総
会
の
議
事
録
（
商
法
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合

に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
、
業
務
規
程
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

取
締
役
会
の
議
事
録
（
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年

法
律
第
二
十
二
号
）
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十

一
条
の
七
第
三
項
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
取
締
役
会
の
議
事
録
及
び
当
該
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
と
し
、
振
替
機
関
が
日
本
銀

行
で
あ
る
場
合
及
び
法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
に
お
い
て
加
入
者
保
護
信
託
に

関
す
る
事
項
を
定
め
る
場
合
を
除
く
も
の
と
す
る
。
） 

四 

（
略
） 

 

（
受
託
者
へ
の
通
知
事
項
等
） 

第
八
条 

法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
、
整
理
開
始
の
命
令
、

特
別
清
算
開
始
の
命
令
又
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
の
決
定
が
な
さ
れ
た
年
月
日 

二
～
四 

（
略
） 

 

（
受
益
者
へ
の
支
払
） 

第
十
条 

加
入
者
は
、
法
第
六
十
条
第
一
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
加
入
者
の
上
位
機
関

で
あ
る
振
替
機
関
が
締
結
し
た
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
保
護
信
託
契
約
を
締
結

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
加
入
者
保
護
信
託
契
約
の
受
託
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
資

料
の
う
ち
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
が
請
求
の
際
に

提
出
又
は
提
示
を
す
べ
き
資
料
と
し
て
公
告
を
し
た
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 
（
略
） 

三 

破
産
直
近
上
位
機
関
等
が
整
理
開
始
の
命
令
又
は
特
別
清
算
開
始
の
命
令
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
破
産
直
近
上
位
機
関
等
が
債
権
の
額
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 




